
○大府市水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為等

に対する処分等に関する事務処理要綱 
 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、大府市水道事業給水条例（平成１０年大府市条例第２号。以下「条

例」という。）及び大府市水道事業指定給水装置工事事業者規程（令和４年大府市上下

水道事業規程第３号）に基づき指定をした指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業

者」という。）の違反、不誠実な行為等（以下「違反行為等」という。）に対する処分

等に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。 

（処分の基準） 

第２条 水道事業の管理者の権限を行う市長（第２条第３項を除き、以下単に「市長」と

いう。）は、違反行為等を行った指定工事業者（以下「違反指定工事業者」という。）

に対し、別表第１に規定する違反の事実がある場合であって、同表に規定する処分の要

件を満たしていると認めるときは、同表に規定する処分を行うものとする。 

２ 市長は、前項の処分のうち、指定の停止に係る期間については、別表第２に規定する

違反の事実に応じ、同表に規定する処分基準点数に基づき処分点数を算定し、その処分

点数が別表第３に規定する処分点数に達したときは、その処分点数に応じ、同表に規定

する処分を行うものとする。 

３ 市長は、違反指定工事業者に対し、条例第７章の規定により過料を科する場合は、別

表第４に規定する違反の事実に応じ、同表に規定する処分を行うものとする。 

（処分の決定） 

第３条 市長は、別に定める大府市水道事業指定給水装置工事事業者処分審査委員会（以

下「審査委員会」という。）の審議結果をもとに違反指定工事業者の処分を決定する。 

（処分の通知） 

第４条 市長は、前条の規定により違反指定工事業者の処分を決定したときは、当該違反

指定工事業者に対し、違反行為等に係る処分通知書（第１号様式）により、処分の内容

を通知する。 

（聴聞又は弁明の機会の付与） 

第５条 市長は、違反行為等に対する処分の内容が行政処分に相当すると認められるとき

は、審査委員会の開催前に、当該処分の名あて人となるべき者について、聴聞又は弁明

の機会を付与する手続を行うものとする。 

２ 聴聞又は弁明の機会の付与に関しては、大府市行政手続条例（平成１１年大府市条例

第１号）の定めるところによる。 

（指定工事業者に対する注意）  

第６条 市長は、指定工事業者について、別表第１に規定する違反の事実がある場合であ

って、同表に規定する処分の要件を満たしていないと認めるときは、当該指定工事業者

に対し、違反行為等に係る注意書（第２号様式）により、当該違反行為等に関する注意

を行うものとする。 

（委任） 



第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

この要綱は、平成２２年１１月２２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年９月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



別表第１(第２条、第６条関係） 

区分 違反の事実 処分の要件 処分の内容 

１指定要件

違反（水道法

第２５条の

１１第１項

第１号） 

⑴ 事業所ごとに給水装置

工事主任技術者を置かな

いとき。 

相当の期間を定め、当該期間内に

休止届又は廃止届を提出するよう

指導したにもかかわらず、これに

従わなかった場合 

指定の取消し 

⑵ 水道法施行規則（昭和３

２年厚生省令第４５号）第

２０条で定める機械器具

を有しなくなったとき。 

相当の期間を定め、当該期間内に

欠けている機械器具を備え付ける

よう指導したにもかかわらず、こ

れに従わなかった場合 

指定の取消し 

⑶ 精神の機能の障がいに

より給水装置工事の事業

を適正に行うに当たって

必要な認知、判断及び意思

疎通を適切に行うことが

できない者又は破産手続

開始の決定を受けて復権

を得ない者 

（個人の場合に限る。）。 

相当の期間を定め、当該期間内に

廃止届を提出するよう指導したに

もかかわらず、これに従わなかっ

た場合 

指定の取消し 

⑷ 水道法に違反して、刑に

処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けること

がなくなった日から２年を

経過しない者であることが

判明したとき。 

左記の事実があった場合 指定の取消し 

⑸ 指定を取り消され、その

取消しの日から２年を経過

しない者であることが判明

したとき。 

左記の事実があった場合 指定の取消し 

⑹ 業務に関し、不正又は不

誠実な行為をしたとき。 

左記の事実があった場合で、特に

悪質であると市長が認める場合 

指定の取消し 

左記の事実があった場合（上記以

外） 

指定の停止 

２給水装置

工事主任技

術者選任等

義務違反（水

道法第２５

条の１１第

１項第２号） 

⑴ 給水装置工事主任技術

者を選任し、又は解任した

にもかかわらず、その旨を

届け出ないとき。 

相当の期間を定め、当該期間内に

選任届又は解任届を提出するよう

指導したにもかかわらず、これに

従わなかった場合 

指定の取消し 

⑵ 給水装置工事主任技術

者が２以上の事業所にお

いて選任され、その職務を

相当の期間を定め、当該期間内に

２以上の兼務を解消するために必

要な解任届を提出するよう指導し

指定の停止 



行うことに支障があると

認められるとき。 

たにもかかわらず、これに従わな

かった場合 

３届出義務

違反（水道法

第２５条の 

⑴ 事業所の名称、所在地等

の変更届を提出しないと

き、又は虚偽の届出をし 

相当の期間を定め、当該期間内に

事業所の名称、所在地等の変更届

を提出するよう指導したにもかか 

指定の取消し 

１１第１項

第３号） 

たとき。 わらず、これに従わなかった場合

又は虚偽の届出をした場合 

 

⑵ 廃止届、休止届若しくは

再開届を提出しないとき、

又は虚偽の届出をしたと

き。 

相当の期間を定め、当該期間内に

廃止届、休止届若しくは再開届を

提出するよう指導したにもかかわ

らず、これに従わなかった場合又

は虚偽の届出をした場合 

指定の取消し 

４事業の運営

基準違反（水

道法第２５条

の１１第１項

第４号） 

⑴ 配水管から分岐して給水

管を設ける工事及び給水装

置の配水管への取付口から

水道メータまでの工事を施

行する場合において、当該

配水管及び他の地下埋設物

に変形、破損その他の異常

を生じさせることがないよ

う適切に作業を行うことが

できる技能を有する者を従

事させ、又はその者に当該

工事に従事する他の者を監

督させないとき。 

相当の期間を定め当該期間内に技

能を有する公的な資格者、民間の

資格者、あるいはこれらに類する

もの以外に、資格を有していない

場合であっても実際に技能を有し

ている者を従事及び監督するよう

指導したにもかかわらず、これに

従わなかった場合 

指定の停止 

⑵ 市長の承認を受けた工

法、工期その他の工事上の

条件に適合しない工事を施

行したとき。 

相当の期間を定め、当該期間内に

工法等に適合させるよう指導した

にもかかわらず、これに従わなか

った場合 

指定の停止 

⑶ 水道法施行令（昭和３２

年政令第３３６号）第６条

に規定する基準に適合しな

い給水装置を設置したと

き。 

相当の期間を定め、当該期間内に

基準に適合するよう指導したにも

かかわらず、これに従わなかった

場合 

指定の停止 

⑷ 給水管及び給水用具の

切断、加工、接合等に適さ

ない機械器具を使用した

とき。 

相当の期間を定め、当該期間内に

適正な機械器具を備え付け使用す

るよう指導したにもかかわらず、

これに従わなかった場合 

指定の停止 

 ⑸ 指名した給水装置工事

主任技術者に施行した給

水装置工事ごとに工事記

相当の期間を定め、当該期間内に

記録の作成・保存するよう指導し

たにもかかわらず、これに従わな

指定の停止 



録を作成させなかったと

き、又は当該記録をその作

成の日から３年間保存し

なかったとき。 

かった場合 

５工事施行

に関する義

務違反（水道

法第２５条

の１１第１

項第５号か

ら第７号ま

で） 

⑴ 給水装置の検査の際、市

長の求めに対し、正当な理

由なく給水装置工事主任技

術者を検査に立ち会わせな

いとき。 

相当の期間を定め、当該期間内に

給水装置工事主任技術者を検査に

立ち会わせるよう指導したにもか

かわらず、これに従わなかった場

合 

指定の停止 

⑵ 給水装置工事に関する

報告又は資料の提出の求め

に対し、正当な理由なくこ

れに応じず、又は虚偽の報

告若しくは資料の提出をし

たとき。 

相当の期間を定め、当該期間内に

誠実に報告及び資料を提出するよ

う指導したにもかかわらず、これ

に従わなかった場合 

指定の停止 

⑶ 施行した給水装置工事

が水道施設の機能に障害

を与え、又は与えるおそれ

が大きいとき。 

相当の期間を定め、当該期間内に

機能回復するよう指導したにもか

かわらず、これに従わなかった場

合 

指定の停止 

６ 不 正申請

（水道法第２

５条の１１第

１項第８号） 

⑴ 不正の手段により指定

業者としての指定を受け

たとき。 

左記の事実があった場合 指定の取消し 

 

 

別表第２（第２条関係） 

区分 違反の事実 単位 処分基準点数 

１指定要件

違反（水道法

第２５条の１

１第１項第１

号） 

⑴ 業務に関し、不正又は不誠実な行為を

したとき。 

①無断通水、メータの不正使用等をした

とき。 

②道路占用許可又は道路使用許可を受け

ずに工事を施行したとき。 

③工事の施行上の安全管理を怠り、従業

員を死傷させたとき。 

④工事の施行上の安全管理を怠り、公衆

に死傷者を出し、又は被害を与えたと

き。 

⑤その他の違反行為をしたとき。 

ア 市長の承認を受けないで工事を施 

 

    

１回につき 

    

１回につき 

    

１回につき 

    

１回につき 

 

    

１回につき 

 

 

 

７点～９点 

 

４点 

 

７点～９点 

 

７点～９点 

 

 

７点～９点 

 



行したとき。 

イ 工事完了後、市長の工事検査を受

けなかったとき。 

 

１回につき 

     

 

５点～６点 

 

    

２給水装置

工事主任技

術者選任等

義務違反（水

道法第２５

条の１１第

１項第２号） 

⑵ 給水装置工事主任技術者が２以上の事

業所において選任され、その職務を行う

ことに支障があると認められるとき。 

１回につき ５点～６点 

４事業の運

営 基準違反

（水道法第

２５条の１

１第１項第

４号） 

⑴ 配水管から分岐して給水管を設ける工

事及び給水装置の配水管への取付口から

水道メータまでの工事を施行する場合に

おいて、当該配水管及び他の地下埋設物

に変形、破損その他の異常を生じさせる

ことがないよう適切に作業を行うことが

できる技能を有する者を従事させ、又は

その者に当該工事に従事する他の者を監

督させないとき。 

１回につき ４点 

⑵ 市長の承認を受けた工法、工期その他

の工事上の条件に適合しない工事を施行

したとき。 

１回につき ５点～６点 

⑶ 水道法施行令第６条に規定する基準に

適合しない給水装置を設置したとき。 

１回につき ７点～９点 

⑷ 給水管及び給水用具の切断、加工、接

合等に適さない機械器具を使用したと

き。 

１回につき ４点 

⑸ 指名した給水装置工事主任技術者に、

施行した給水装置工事ごとに工事記録を

作成させなかったとき、又は当該記録を

その作成の日から３年間保存しなかった

とき。 

１回につき ５点～６点 

５工事施行

に関する義

務違反（水道

法第２５条

の１１第１

⑴ 給水装置の検査の際、市長の求めに対

し、正当な理由なく給水装置工事主任技

術者を検査に立ち会わせないとき。 

１回につき ５点～６点 

⑵ 給水装置工事に関する報告又は資料の

提出の求めに対し、正当な理由なくこれ

１回につき ５点～６点 



項第５号か

ら第７号ま 

に応じず、又は虚偽の報告若しくは資料

の提出をしたとき。 

で） ⑶ 施行した給水装置工事が水道施設の機

能に障害を与え、又は与えるおそれが大

きいとき。 

１回につき ７点～９点 

 

 

別表第３（第２条関係） 

処分点数 処分の内容 

１点以上４点以下 ３０日間の指定の停止 

５点 ６０日間の指定の停止 

６点 ９０日間の指定の停止 

７点 １２０日間の指定の停止 

８点 １５０日間の指定の停止 

９点 １８０日間の指定の停止 

備考 地域貢献度を考慮し、処分点数から１点～３点を減点することができる。 
 
別表第４（第２条関係） 

違反の事実 
処分の内容 

（過料） 
関係法令条文 

承認を受けないで給水装置工事をした者 ３～５万円 条例第４２条１号 

条例第２７条の料金又は第３４条の手数料の徴収を免れよ

うとして、詐欺その他不正の行為をした者 
３～５万円 条例第４２条４号 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

               様 

 

大府市水道事業大府市長        □印  

 

 

違反行為等に係る処分通知書 

 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）、大府市水道事業給水条例（平成１０年大府市条例

第２号）及び大府市水道事業指定給水装置工事事業者規程（令和４年大府市上下水道事業

規程第３号）等の規定に違反する行為等があったので、大府市水道事業指定給水装置工事

事業者の違反行為等に対する処分等に関する事務処理要綱の規定に基づき次のとおり処分

する。 

 

 

記 

 

１ 理  由    

 

２ 関係規定    

 

３ 処分内容    

 

 

 

 

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、大府市長に対して審査請求をすることができます。 
 また、この処分に対する取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（大府市長

に対して審査請求をした場合には、その裁決があったことを知った日）の翌日から起算し

て６か月以内に、大府市を被告として提起することができます（この訴訟において大府市

を代表する者は、大府市水道事業大府市長となります。）。 

 

 

 

 

 



第２号様式（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

               様 

 

大府市水道事業大府市長        □印  

 

 

違反行為等に係る注意書 

 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）、大府市水道事業給水条例（平成１０年大府市条例

第２号）及び大府市水道事業指定給水装置工事事業者規程（令和４年大府市上下水道事業

規程第３号）等の規定に違反する行為等があったので、再度違反行為等を起こさないよう

厳重注意する。 

なお、再度違反行為等を起こした場合は、処分の対象となるので、十分注意すること。 

 

 

記 

 

１ 理  由      

 

２ 関係規定    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


